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議案番号 件    名 概           要 
 

 

第42 
号議案 

新宿区国民健康保険条例の一

部を改正する条例 

１ 基礎賦課額等の保険料率を次のとおり改定する。 

 現行 改定後 

基礎賦課額 所得割 100分の 7.17 100分の 8.69 

被保険者均等割 4万 5,000円 4万 9,100円 

賦課限度額 65万円 改定なし 

後期高齢者支

援金等賦課額 

所得割 100分の 2.42 100分の 2.80 

被保険者均等割 1万 5,100円 1万 6,500円 

賦課限度額 22万円 24万円 

介護納付金賦

課額 

所得割 100分の 1.75 100分の 2.16 

被保険者均等割 1万 6,200円 1万 6,500円 

賦課限度額 17万円 改定なし  
２ 国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の減額の対象

となる所得基準を次のとおり改める。 

⑴ 2割減額 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

＋53万 5,000円×被保険者等の数 

      ⇒ 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

＋54万 5,000円×被保険者等の数 

⑵ 5割減額 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

＋29万円×被保険者等の数 

      ⇒ 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1） 

＋29万 5,000円×被保険者等の数 

３ 国民健康保険法の改正に伴い、退職被保険者等に関する規

定を削除する。 

［施行日］ 

 令和 6年 4月 1日 

［経過措置］ 

 改正後の条例の保険料に係る規定は、令和 6年度分の保険料

から適用し、令和 5年度分以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 
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